
どこで研修が受けられるの？

特定行為に関する
看護師の研修制度が
始まります

特定行為研修を行う指定研修機関は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
＜指定研修機関一覧＞

特定行為に係る看護師の研修制度

研修を実施する機関
特定行為研修は、厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行います。

研修の内容
研修は、全てに共通して学ぶ「共通科目」と特定行為区分ごとに学ぶ「区分別科目」に分かれています。
研修は、講義、演習又は実習によって行われます。

修了証の交付
特定行為研修修了後には、指定研修機関より修了証が交付されます。
指定研修機関は、研修修了者の名簿を厚生労働省に報告します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html

特定行為研修ってどういうもの？

　本制度は、従来の「診療の補助」の範囲を変更するものではありません。
　これまで通り、看護師は、医師・歯科医師の指示で、特定行為に相当する診療の補助を行うこ
とができますが、医療機関の皆さまには、特定行為を適切に行うことができるように、「看護師
等の人材確保の促進に関する法律」（平成４年法律第86 号）第５条の規定に基づき、看護師が自
ら研修を受ける機会を確保できるように配慮をしていただきたいと考えています。
　また、看護師は、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第28条の２及び「看護師等
の人材確保の促進に関する法律」第６条の規定に基づき、その能力の開発及び向上に努めてい
ただきたいと考えています。

特定行為を適切に行うために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087753.html

共通科目 区分別科目
全ての特定行為区分に共通して必要とされる能力
を身につけるための研修

特定行為区分ごとに必要とされる能力を身につける
ための研修

共通科目の合計時間数：315時間 区分ごとに設定された時間数：15～72時間
共通科目の内容 時間数
臨床病態生理学
臨床推論
フィジカルアセスメント
臨床薬理学
疾病・臨床病態概論
医療安全学
特定行為実践
合　計

45
45
45
45
60
30
45
315

特定行為区分 時間数
呼吸器（気道確保に係るもの）関連
呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連
創傷管理関連
創部ドレーン管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
感染に係る薬剤投与関連

22
21
72
15
36
63

医療関係者の皆さまへ

平成27年
10月1日から

1 見える
医師・歯科医師があらかじ
め作成した「手順書」に基づ
き、看護師が行う「特定行為
(診療の補助）」が明確にな
りました。

2 身につく
研修により、今後の医療を
支える高度かつ専門的な知
識と技能を身につけた看護
師が育成されます。

3 見極める
研修を修了した看護師が患
者さんの状態を見極めるこ
とで、タイムリーな対応が
可能になります。また、「治
療」「生活」の両面から、患者
さんを支えます。
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